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〇消費者教育の推進に関する法律 第３条第６項

消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することができるよう、非常の事態における消
費生活に関する知識と理解を深めることを旨として行われなければならない。

〇消費者教育の推進に関する基本的な方針（平成25年６月28日閣議決定。平成30年３月20日変更）（抄）
Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向

１ 体系的推進のための取組の方向
（４）消費者市民社会構築に向けた国からの多角的な視点の情報提供

東日本大震災の経験を踏まえ、非常時・緊急時の消費者行動の在り方についても考える素材となる情報を提供していく。
被災地において緊急性・必要性の高い生活関連物資に関する情報や、事業者による被災者支援活動の実態の情報を収
集分析し、消費者として、よりふさわしい行動を考えるきっかけとなるよう、情報を提供する。

これらの情報提供に関しては、国から地方への伝達のみならず、直接消費者に対しても、マスメディアやソーシャルメディ
ア等様々な伝達手段を活用する。

〇消費者基本計画（令和２年３月31日閣議決定）（抄）
３．消費生活に関連する多様な課題への機動的・集中的な対応

（３）新型コロナウイルス感染症拡大・災害など緊急時対応

・・・個人等がSNSにより誤った風説を流すことに伴い、正しい情報や実態とそごのある消費行動が発生し、小売店舗等に
おいて、一部の生活関連物資等の一時的な品薄が見受けられている。さらに、このような状況下において消費者が感じる
不安に乗じて、不確かな情報提供等による悪質商法が発生するおそれがある。 こうした状況を踏まえ、消費者被害の防止
の徹底や消費者の冷静な対応等を推進するため、正確な情報発信や悪質商法への厳正な対応を進めるとともに、不確か
な情報の発信・拡散の抑制等に向けた消費者への普及啓発等の必要な対応を進める。

４．消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施
（１）消費者教育の推進

消費者は、情報の受信者であると同時に、情報の発信者でもあることから、情報を主体的に評価し、商品やサービスの表
示内容を正確に理解し、著作権や情報モラルを守って適切に情報を利用・発信するなど、情報とメディアの利用に関する能
力等の向上を図る。電子商取引等において模倣品を選択して被害に遭うことのないよう、また、知らず知らずのうちに悪質
商法の加害者になることのないよう、情報提供、啓発活動を行う。

関係条文等
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「新型コロナウイルス感染症拡大等緊急時における消費行動」
に関する消費者意識調査（概要）

 新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、不確かな情報の拡散や買い占め等が
発生した。そのため、消費者庁において、緊急時に消費者がどのような意識をもっ
て消費行動を行っているのを調査し、今後の政策立案に資すること等を目的として、
全国20～69歳の一般消費者に対し、インターネットによる調査を実施。

●調査期間 ：令和２年７月13日～７月15日
●調査対象者：1,000人 ※性別、年代による割付あり

・nは回答者数を表している。
・回答率(％)は小数点第２位を四捨五入し、小数点第1位までを表示している。
このため、合計数値は必ずしも100％とはならない場合がある。

・複数回答の設問は、回答率(％)の合計が100％を超える場合がある。
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不確かな情報の内容と入手先

 不確かな情報の内容としては、「トイレットペーパー」というワードを含む回答が全体（410件）の56.8％と
最も多い。「マスク」は21.0％であり、いずれも品薄になるという情報が多い。品目を明記していないが、
「品薄」というワードが出てくる回答も多くみられた。

 不確かな情報の入手先としては、「ＳＮＳ」に関するワードが全体（410件）の25.6％の回答で見られた。
そのほか主に「インターネット」（25.9％）、「テレビ」（18.3％）、「友人、知人」（11.5％）との回答があった。
「インターネット」には個人のブログやＳＮＳも含まれ、「友人、知人」も対面だけではなくＳＮＳなどもある
と考えると、不確かな情報の入手手段としてはＳＮＳが最も多かったとみられる。
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問 何を通じて受け取ったか（自由回答）（一部抜粋）問 どのような情報を受け取ったか（自由回答）（一部抜粋）

 ＳＮＳ、またニュースで煽られた部分もあると思
います。

 家族からＴｗｉｔｔｅｒに載っていたと聞きました。
 Ｔｗｉｔｔｅｒでフォローしている人から

 友人からのライン。友人は買い物に行ったとき
にトイレットペーパーがなくなっている事に気づ
き、売り場にいた人からインターネットで知った
と聞かされた。

 インスタをしている仲間から聞いた。

 ネットの個人で運営しているニュースサイトや、
掲示板でよく見た。

 ニュースで市中の人が話していた。
 テレビの情報番組
 スーパーの店員と周辺の客層の人々

 マスクを増産の為、紙が不足し、トイレットペーパー
が、不足するというチェーンメールのデマが送られて
きた。

 トイレットペーパーが中国の工場で作っているが中
国から国内に輸送が閉鎖されたからなくなる。

 どの店にもトイレットペーパーがない、マスクの材料
と同じだからキッチンペーパーもなくなる。

 マスクやトイレットペーパーに加えて他の品もなく
なっているという情報だったり、明日どこどこの店で
消毒液をうる予定だとか 高額のマスクがでている
のような話。

 生活必需品の品薄に関する情報から、悪意のある
サイトへの誘導など。

 コロナウイルスの研究をしている人からの情報、と
いうことで、ウイルスは高温に弱いので、お湯をたく
さん飲むことなどを推奨された。





消費者の行き過ぎた行動の抑止、事業者と消費者の
信頼関係が失われないための取組①
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 回答（766件）のうち、「消費者」についての回答が多く（単語ベースで22％）、正しい状況の理解とその
上でのルール・マナーの遵守が必要との内容が多い。

 「事業者」の対応としては（単語ベースで11％）、正しい情報、ルール、在庫・入荷の情報等をポスター
や店内放送、説明等でわかりやすく伝えてほしいとの内容。店舗の技術導入（無人化、ロボット化等）に
関する内容も。

 「行政」の対応としては（単語ベースでは３％）、正しい情報発信と指導が必要との内容が多い。

行政 マスコミ 正しい情報  正しい情報の伝達 消費者
 思いやり／ゆずりあい

 ルールとマナー

事業者  注意喚起

POP／ポスター／

店内放送／店員

の説明

マスク着用ルール、私語禁止、他「ひとりｘ点まで

購入」等ルールの明確化

衛生管理・感染対策 等

 技術導入

モニタリング（録音・カメラ）／セルフ・無店舗レ

ジ／ロボット化・AI化

 個人対策

冷静な判断／意識改革／通販利用、

人のいない時間帯の買い物等

 情報の発信

正しい在庫情報、仕入れ見込み情報

 客との関係の見直し

行き過ぎた言動をとる消費者の入店拒否、罰則の適用

不足状況、入荷日等を入口などに掲示し、

消費者に伝わりやすようにする等

不審者特定、不適切な行動の記録 等

消費者間での感染防止 等



消費者の行き過ぎた行動の抑止、事業者と消費者の
信頼関係が失われないための取組②

 消費者に対し、マスコミやテレビ、インターネットなどが正しい行動を取るように報道し、消費者モラル
というものを一人一人に自覚するように促す。 あまりにも消費者が行き過ぎた言動をとる場合には、
罰則するような法律も必要になってくるかもしれないが、それは最終段階であると考える。

 事業者、店員の方は、正確な情報を分かりやすく消費者に伝えて欲しいです。ネットだけではなく、店
頭等に、その都度最新の情報を掲示してもらえると情報に踊らされることもなくなると思います。正確
な情報をいただけると、消費者も事業者や店員の方を信頼し、そのお店への信頼に繋がると思います。

 まずは消費者が冷静になること。 テレビやSNSなどからの情報を繰り返し見ることで不安が増し、冷静

な判断ができなくなっている消費者も多い。事業者側は消費者の行き過ぎた要望や行動を防ぐため過
剰な対策(防衛)をせざるを得ない。 それに対して更に不満を感じる消費者もいると思う。 双方がやわ
らかい気持ちでいられるようになれば、今までのような関わりができるのではないかと思う。

 消費者の行き過ぎた言動をなくすには、事業者側の毅然とした態度対応が必要かと思います。 あなた

のような方は来なくていいですくらいの対応をして従業員を守ってほしいです。ネットで色々見ていると
接客をする人が可哀想だなと思っています。 店員と消費者の信頼関係はお互いちゃんと大人な対応
をしてこそ生まれるものだと思います。

 1）消費者の方が立場が上、などの間違った認識を正す教育や啓蒙を地道に行うこと。しつけに期待で
きなくても、教育を受けた子供が大人に注意するケースもあるから。 2）販売員の立場の向上（給与や

待遇）。社会的な地位に対する安心感、職に対する誇りが持てれば、過度に神経質にならず適切な対
応が取れると思うから。

 日頃から有事の際に備えておく事です。 余裕があれば人は寛大になれるのです。 私はマスクもトイ
レットペーパーも家に備蓄があり 品薄になっている事すら気付きませんでした。 これからもあるであろ
う災害や感染症に慌てない様にすることは日頃の心掛け次第です。 備え有れば憂いなしなのです。
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問 必要な取組内容（自由回答）（一部抜粋）



本年４月に、ＡＣＡＰを通じ消費者行動に関するアンケートを実施。30社の
企業から回答。

 品切れなどの場合に、消費者から意見を伝えられた経験は30社中17社
が「ある」と回答。その伝えられ方は、お客様相談室等への電話やメール。

 企業側の対応に対し、納得いただいた消費者もいれば、納得いかず暴言
に発展するケースも。

 その場合の対応は、繰り返し丁寧に説明、担当者が交代しながら対応と
の回答が多かった。

 消費者の行き過ぎた言動等への対応に当たり、必要と思われる事項に
ついては以下の通り。

 企業における対応マニュアルの整備、従業員への教育・訓練の実施

 行政、企業、マスコミからの情報発信
 消費者の言動・行動について、労働者側への配慮の必要性

 消費者のどのような言動が「行き過ぎた」ものなのかの判断基準

 物流の状況

ＡＣＡＰアンケート結果概要
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 行政や事業者による正確な情報発信
 （買い占めの観点から）商品の供給情報
 悪質商法等の事例や、相談窓口188などの情報

 情報発信に当たっては、各世代等の特徴を踏まえた発信手法が求められる。

 消費者の行き過ぎた言動への対応
 適切な情報提供がなされた上で、消費者から行き過ぎた言動があった場合は、

事業者において積極的な応対をとる必要。

 消費者の行き過ぎた言動への注意喚起。ただし、消費者の声を抑制することにな
らないよう留意が必要。

消費者教育の充実・強化
 ＳＮＳの普及などデジタル化の進展も踏まえた情報リテラシー教育

 消費者市民社会やエシカル消費の考え方

 生活必需品や金銭の管理など基本的な消費者教育

 緊急時マニュアルや備蓄等の日頃からの備え

消費者教育推進会議委員からの主な意見
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消費者庁における新型コロナウイルス感染症への対応

（１）詐欺・悪質商法への注意喚起等
・消費者ホットライン１８８、新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン0120‐213‐188
による消費生活相談体制の強化
・根拠のない表示を行う事業者への改善要請
・悪質商法への注意喚起 など

（３）「新しい生活様式」における買い物や外食等での消費者向け留意事項の呼びかけ

消費者庁の主な取組

（４）新型コロナ関連消費者向け情報の強化

・消費者庁HPやLINE公式アカウント等を活用した情報発信の強化
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（１）新型コロナウイルス感染症情報（厚生労働省）

（２）マスク、消毒液等の供給状況（経済産業省）

（３）食料供給状況（農林水産省） など

各省の取組（情報発信）

（２）マスクなど生活関連物資の品不足や転売問題への対応
※国民生活安定緊急措置法に基づくマスク及びアルコール消毒製品の転売規制については、８月29日をもって解除。









（参考４）マスク、食料品についてのお願い
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〇マスクについてのお願い 〇食料品についてのお願い



18

（参考５）買物エチケットのお願い
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（参考６）有識者コラム①～意見をどう伝えるか
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（参考７）有識者コラム②～事業者等に求められる対応（抄）



７ 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが
望ましい取組の内容

事業主は、取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）
からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等）により、その雇用
する労働者が就業環境を害されることのないよう、雇用管理上の配慮として、例えば、(１)及び(２)の取組を行うことが望ましい。

また、(３)のような取組を行うことも、その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上で有効と考えられる。

(１) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
事業主は、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関する労働者

からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、４(２)イ及びロの例も
参考にしつつ、次の取組を行うことが望ましい。

また、併せて、労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、
労働者に周知・啓発することが望ましい。

イ 相談先（上司、職場内の担当者等）をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること。
ロ イの相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。

(２) 被害者への配慮のための取組
事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの

著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための取組を行うことが望ましい。
（被害者への配慮のための取組例）

事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が
必要な場合に一人で対応させない等の取組を行うこと。

(３) 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するため
の取組

(１)及び(２)の取組のほか、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為
からその雇用する労働者が被害を受けることを防止する上では、事業主が、こうした行為への対応に関するマニュアルの
作成や研修の実施等の取組を行うことも有効と考えられる。

また、業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・業態等における被害の
実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めることも、被害の防止に当たっては効果的と
考えられる。

（参考８）パワーハラスメント防止措置に関する指針
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